
 

 

 

 

 

 

納税者の方が期限内に納付されるよう、以下のタイミングで納税資金の積立て

や納期限・納税額を確認するなど、税理士の皆様のご指導をお願いします！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）上記は一般的な例ですので、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士の皆様へ 

期限内納付に向けたご指導をお願いします！ 

課税期間当初 中間申告や予定納税など、今期の納税手続をお知らせください！ 

期中において 

確定申告前 

計画的な納税資金の準備について、ご指導をお願いします！ 

早めに納税額をお伝えの上、期限内納付のご指導をお願いします！ 

裏 面 に 続 く 

□ 申告所得税は予定納税が必要となることをご指導ください。 

  ・ 予定納税基準額が 15 万円以上の場合。１期分は７月 31日、２期分は 11 月 30日が納期限です。 

課税期間の当初における納付指導 

□ 法人税・消費税は中間申告・納税が必要となることをご指導ください。 

・ 前期の法人税が 20万円超、消費税が 48万円超の場合は中間申告・納税が必要となります。 

・ 消費税の課税事業者への説明には、リーフレット「中間申告分の納付は期限内に！」を活用ください。 

期中における納付指導 

□ 計画的な納税資金の準備・積立てをご指導ください。 

・ 消費税の課税事業者等への説明には、リーフレット「消費税及び地方消費税の納税は期限内に」を 

ご活用ください。また、前期の年税額が 48万円以下で中間申告が不要な課税事業者の方については、 

「任意の中間申告」を利用することもできます。 

   

□ ダイレクト納付を利用した予納についてご案内をお願いします。 

・ 納付日や納付額を複数登録することができますので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じて 

任意のタイミングで納付することができます。 
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（注）上記の納付手段や納付方法は一般的な例ですので、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 限 内 に 納 税 が 難 し い 場 合 は ・・・ 

確定申告（納期限）前の納付指導 

□ 申告・納期限の前に納税者の方へ納付指導をお願いします。 

・ 納税者の方が、余裕をもった資金手当てが可能となるよう、納税額(見込)を早めにお知らせください。 
・ 個人の納税者の方への説明には、リーフレット「納付の期限等のお知らせ」をご活用ください。 

□ 便利な納税手段についてご案内をお願いします。 

・ 納税者の利便性に合わせて、「振替納税」や「ダイレクト納付」など多様な納税方法があります。 
・ 納税方法の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。 

□ 個人の方は、納付方法を選択することもできます。 

・ 申告所得税又は消費税を振替納税で納税する場合は、振替日までの延滞税はかかりません。 
・ 申告所得税や贈与税は、申告時に延納を選択することができます（利子税がかかります。）。 

期限内納付が困難な場合の納付指導 

□ 納期限までに納税ができない場合は、以下のような不利益があります 

・ 原則として法定納期限の翌日から完納までの日数に応じた延滞税を納付する必要があります。 
・ 財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。 

・ 納税証明書「その３」が発行されません。 

・ 納税者の方への説明には、リーフレット「国税を期限内に納付できない場合には」をご活用ください。 

□ お早めに税務署の徴収担当までご相談ください。 

・ 国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります（申請が必要となります。）。 
・ 納税者の方への説明には、リーフレット「国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります」

を   をご活用ください（猶予申請書等は国税庁ホームページから入手できます。）。 
・ 税理士の方が納税者に代理して、例えば分納や納税の猶予等に関する納付相談を行う場合は、税務代理 

権限証書が必要となります。 
・ 納税者の方が納付相談のため来署される場合は、「納付指導・相談チェック表」もご活用ください。 

国税庁 


